
住宅防音工事の助成手続きの概要 
※網掛け部分は皆さんが行う手続き 

希 望 届 の 提 出 ・希望届に必要事項を記入の上、北関東防衛局（以下「国」といい 

ます）へ提出してください。 

・国が記載内容を確認し、問題がなければ名簿に登録します。 
・記載内容に不明な点、疑問等があれば国から問い合わせをして対

象になるかどうか確認をしてから名簿に登録します。 
 

交交 付付 申申 込込 書書 のの 配配 布布   
 

交付申込書の提出 ・実施の順番がきたら、国から「住宅防音事業補助金申込書」が送付 

されます。 

・補助金申込書に必要事項を記入の上、家屋所在証明書（評価証明）・ 

住民票・印鑑証明等の必要書類を添付して国へ提出してください。 
 

現 地 調 査  ・現地調査を行い、申込内容の確認を行います。 

 

補助金の内定通知  ・国から事業を内定した旨の｢補助事業等交付内定通知書｣が通知さ 

れます。 

補助金の交付申請  ・「補助金等交付申請書」に必要事項を記入の上、設計図等を添付 
して国へ提出してください。 

補助金の交付決定 ・国が申請内容を審査した上で、補助金の交付を決定した旨の「補 
助金等交付決定通知書」が通知されます。 

工 事 契 約 ・設計監理業者及び工事施工業者を決定して、交付決定通知書に示さ 
れた内容に基づき、契約を締結してください。 
・業者の選定については、ご自分の意思で決定してください。 

 
工工   事事   のの   実実   施施   

 
着手報告書の提出 ・工事を開始したら国に「補助事業等着手報告書」を提出してく 

ださい。 
実績報告書の提出 ・引き渡しを受けたら国に「補助事業等実績報告書」を提出して 

ください。 
完 了 確 認 ・国は、工事が補助金交付決定の内容のとおり完了しているか、 

工事写真または現地に伺って確認します。 
補助金の確定通知 ・国から補助金の額を確定した旨の「補助金等金額確定通知書」 

が通知されます。 
請 求 書 の 提 出 ・確定された補助金の請求書を国へ提出します。 

 

補 助 金 の 支 払 ・国から補助金をお支払いします。 

 


